
地球温暖化対策推進法改正の背景

再エネ導入に伴う地域トラブルの発生

出所：名古屋大学大学院 環境学研究科 丸山康司教授（2019年）
講演資料より環境省作成

太陽光発電への反対運動

地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、地域経
済の活性化や災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、環境影響
等の再エネ事業に伴う地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成や環境配慮が課題。
これを踏まえ、温対法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保全や地域の課題解決
に貢献する再エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設。地域の合意形成を円
滑化しつつ、環境共生型の地域の脱炭素化を促進する。
併せて、実行計画で定める再エネの利用促進等の施策について、 適切な実施目標の設定を促進する。

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手
• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な配
慮が不足

迷惑施設と捉えられる再エネ（例）

法面保護工が崩れて流出した事例新幹線近くの斜面上部に設置された太陽光発電施設が

崩落した事例
出所：環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」より

景観悪化や騒音等の環境トラブルや地滑
り等の災害が発生、又はその懸念

再エネが土地に依存する事業であるにもか
かわらず地域に利益が生じていない



温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度の仕組み

市町村：促進区域等の策定

地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の
取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが本年4月から施行。
地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、
住民や事業者等が参加する協議会を活用
し、
●再エネ事業に関する促進区域や、
●再エネ事業に求める
・地域の環境保全のための取組
・地域の経済・社会の発展に資する取組
を自らの計画に位置づける。
※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、
協議会における合意形成を
図りつつ、
市町村の計画に適合する
よう再エネ事業計画を作成
し、認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、
事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、
市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続き
等を要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事
業は当該許可手続き等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続きが不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ
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地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上。
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに。

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論。

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域


